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番号 
番号 

報告・議案 
件 名 提出者 

議決 
結果 

備考 

１ 報告第１号 農地法第３条の規定による届出について 会長 報告済 ３件 

２ 報告第２号 農地法第５条の規定による届出について 会長 報告済 １件 

３ 議案第１号 土地の現況証明書の交付について 会長 決定 １９件 

４ 議案第２号 
農地法第１８条の規定による合意解約通知の
成立状況の確認について 

会長 決定 ２件 

５ 議案第３号 
農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の

要請（賃貸借）について 
会長 決定 ３４件 

６ 議案第４号 
農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の
要請（使用貸借）について 

会長 決定 １０件 

７ 議案第５号 農地移動適正化あっせん委員の変更について 会長 決定 ― 

８ 議案第６号 農地移動適正化あっせんの申出について 会長 決定 １件 

９ 議案第７号 土地の現況証明調査委員の指名について 会長 決定 ― 
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第２回北斗市農業委員会総会 

（午後 １時３０分 開会） 

(開会宣言) 

澤田会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

日程第１ 

議 長 

 

 

 

日程第２ 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

時間となりましたので、これから総会に入りたいと思います。総

会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

忙しい中、昼から集まっていただきご苦労様です。最近の天気な

のですが、今年は雨が多くて中々田んぼも畑も入れない状態になっ

ております。普通に田植え・移植する方は、余裕があるのでしょう

が、乾田直播をやってる方は、ちょっと焦ってきているのかなとい

う状況になっています。私もそうなんですけども。焦ってくるとト

ラクターに乗っていても機械を使っていても事故の危険性は高ま

りますので、皆さん気を付けて作業を行ってください。また、周り

の方にも声をかけて安全に作業をしていただくようお願いします。 

本日の総会は、報告２件、議案７件であります。ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

本日の委員の動向をお知らせいたします。 

６番 谷口 美由紀 委員より欠席の届出がありました。本日は、

１７名の委員が出席しております。 

北斗市農業委員会会議規則第７条では、「会長は、会議の議長と

なり議事を整理する」こととなっておりますので、この後の議事に

ついては澤田会長が進行いたします。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、早速、会議を始めさせていただきます。 

本日の議事日程は、お手元に印刷配布のとおりであります。 

直ちに日程に入ります。 

 

 

日程第１ 本日の会議録署名委員を指名いたします。 

議席番号１番 佐々木 勝利 委員、議席番号２番 髙田 美穂 

委員の両名を指名いたします。 

 

 

日程第２ 会期の決定についてお諮りいたします。 

本総会の会期は、本日１日と決定することに、御異議ありませ

んか。 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本総会は本日１日と決定いたしました。 
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日程第３ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第４ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

日程第３ 報告第１号「農地法第３条の規定による届出について」

を議題といたします。 

番号１から番号３までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

農地法第３条の３第１項の規定によりまして、農地又は採草放牧

地について、相続等により権利を取得した者は農業委員会に届け出

る事となっております。 

 番号１につきましては、大郷寺より北西側・新函館北斗駅前団地

より南西側及向野大橋より西側の農地でございます。番号２につき

ましては、添山会館北西側の農地でございます。番号３につきまし

ては、サン・グリーン㈱函館工場より北側・リバーサイドゴルフ練

習場より北側・千代田郵便局より北側及び函館育ちライスターミナ

ルより南東側の農地でございます。 

これらの届け出につきましては、北斗市農業委員会事務専決規程に

基づき専決処分しましたことをご報告するものでございます。 

説明は、以上でございます。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 

 

 

日程第４ 報告第２号「農地法第５条の規定による届出について」

を議題といたします。 

番号１を上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第５ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

日程第６ 

議 長 

市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、 

農地法第５条第１項第６号の規定により、農業委員会に届け出る

事となっております。 

本件に関しましては、老人ホームいなほより西側の農地でござい

まして、祖母が所有する農地を４０年間の使用貸借契約を行い、隣

接する宅地部分では、一般住宅建設をするための面積が不足してい

るため、転用の届出がなされたものであります。なお、提出された

関係書類で住宅の配置並びに庭及び駐車場などの面積等の計画を

確認いたしましたが、必要最低限の転用面積となっているものと考

えております。 

本件につきましては、北斗市農業委員会事務専決規程に基づき

専決処分しましたことを御報告するものでございます。 

説明は、以上でございます。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議がありませんので、本件は報告済みといたします。 

 

 

日程第５ 議案第１号「土地の現況証明書の交付について」を議題

といたします。 

番号１から番号１９までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

朗読が終わりましたので、調査委員を代表いたしまして、 

佐々木 敬子 委員より報告をお願いいたします。 

 

（佐々木 敬子 委員：報告） 

 

報告が終わりましたので、委員のご意見を頂戴いたします。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

 

日程第６ 議案第２号「農地法第１８条の規定による合意解約通知
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第７ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

の成立状況の確認について」を議題といたします。 

番号１から番号２までを上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

本件に関しましては、合意による解約が引き渡し期限の６カ月以

内に行われていることが要件となっておりまして、解約合意と引き

渡しが同日で行われ、通知されておりますので問題ないと考えられ

ます。 

 番号１につきましては、新函館北斗駅前団地より南西側の農地で

ございまして、経営主が死亡したため、借主の都合により解約とな

っております。番号２につきましては、茂辺地漁港より西側の農地

でございまして、耕作不便のため、借主の都合により解約となって

おります。   

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

 

日程第７ 議案第３号「農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨

の要請（賃貸借）について」を議題といたします。 

番号１から番号１７までを一括上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

今年度より、従前の農業経営基盤法による農地の売買及び貸借に

つきましては、農地中間管理機構事業として必ず北海道農業公社を

介した契約手続きを行なうこととなりました。また、議案名称が「農

用地利用集積等促進計画を定めるべき旨の要請」となります。これ
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に伴い今までは売主・買主又は貸主・借主を記載した議案としてお

りましたが、それぞれが北海道農業公社と契約を行なうため、単純

に案件数が２倍となってしまいます。このため、今回から北海道農

業公社との契約は、共通事項となりますので、いままでと同様にご

審議をいただくため、案件番号に枝番を付けて一つの案件としてご

審議いただけるようにいたしましたので、今後の農用地利用集積等

促進計画を定めるべき旨の要請に係る議案について、このような形

で進めたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

なお、この方法が今月から開始されており、北海道農業公社の手

続が間に合わないため、売買については、５月総会分から貸主が相

続人代表となっている案件につきましては、早くても５月分以降か

らのご審議となりますので、お知らせいたします。 

それでは、案件の説明をさせていただきます。 

 番号１につきましては、株式会社ＮＩＰＰＯ函館合材工場より北

側の農地でございまして、高齢のため、近隣で耕作を行っている経

営規模拡大を図ろうとする方へ３年の期間を設定し賃貸借を行なう

ものでございます。番号２につきましては、老人ホームケアハウス

そよかぜより南側の農地でございまして、高齢のため、近隣で耕作

を行っている経営規模拡大を図ろうとする法人へ５年の期間を設定

し賃貸借を行なうものでございます。番号３につきましては、リバー

サイドゴルフ練習場より南西側の農地でございまして、労働力不足の

ため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図ろうとする法人へ５

年の期間を設定し賃貸借を行なうものでございます。番号４につきま

しては、松岡満運輸株式会社函館支店より北側の農地でございまし

て、高齢のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図ろうと

する方へ１年の期間を設定し賃貸借を行なうものでございます。 

番号５につきましては、株式会社サン・グリーン函館工場より北西 

側の農地でございまして、高齢のため、近隣で耕作を行っている経

営規模拡大を図ろうとする方へ１年の期間を設定し賃貸借を行な

うものでございます。番号６につきましては、株式会社サン・グリ

ーン函館工場より西側及び南側の農地でございまして、労働力不足

のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図ろうとする方へ

５年の期間を設定し賃貸借を行なうものでございます。番号７につ

きましては、大野農業高等学校より南側の農地でございまして、労

働力不足のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図ろうと

する方へ１０年の期間を設定し賃貸借を行なうものでございます。 

 番号８につきましては、島川小学校より北東側の農地でございまし

て、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図

ろうとする方へ５年の期間を設定し賃貸借を行なうものでござい

ます。番号９につきましては、日建片桐リース株式会社函館支店よ

り東側の農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行

っている経営規模拡大を図ろうとする方へ５年の期間を設定し賃
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第８ 

議 長 

 

 

貸借を行なうものでございます。番号１０につきましては、函館育

ちライスターミナルより南東側の農地でございまして、労働力不足

のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図ろうとする方へ

５年の期間を設定し賃貸借を行なうものでございます。番号１１に

つきましては、開発公民館より西側の農地でございまして、労働力不

足のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図ろうとする方へ

１０年の期間を設定し賃貸借を行なうものでございます。番号１２に

つきましては、第一自動車工業株式会社より西側の農地でございま

して、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を

図ろうとする方へ５年の期間を設定し賃貸借を行なうものでござ

います。番号１３につきましては、老人ホームケアハウスそよかぜ

より西側の農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を

行っている経営規模拡大を図ろうとする方へ５年の期間を設定し

賃貸借を行なうものでございます。番号１４につきましては、本郷

会館より西側の農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕

作を行っている経営規模拡大を図ろうとする方へ５年の期間を設

定し賃貸借を行なうものでございます。番号１５につきましては、

北斗市第２給食センターより北側の農地でございまして、労働力不

足のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図ろうとする方

へ５年の期間を設定し賃貸借を行なうものでございます。番号１６

につきましては、島川小学校より北側の農地でございまして、労働

力不足のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図ろうとす

る方へ５年の期間を設定し賃貸借を行なうものでございます。番号

１７につきましては、文月稲荷神社より東側の農地でございまし

て、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図

ろうとする法人へ５年の期間を設定し賃貸借を行なうものでございま

す。なお、今月から北海道農業公社を介した契約となるため、すべて

新規案件と備考欄に表記しておりますが、番号１１及び番号１４以外

は、継続案件となります。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

 

日程第８ 議案第４号「農用地利用集積等促進計画を定めるべき旨 

の要請（使用貸借）について」を議題といたします。 

番号１から番号５までを一括上程いたします。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第９ 

議 長 

 

 

 

 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご説明いたします。 

番号１につきましては、老人ホームいなほより東側の農地でござ

いまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている経営規模拡

大を図ろうとする法人へ、５年間の期間を設定し使用貸借を行うも

のでございます。番号２につきましては、大野幼稚園より南東側の

農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行っている

経営規模拡大を図ろうとする方へ、５年の期間を設定し、使用貸借

を行なうものでございます。番号３につきましては、稲里会館より

西側の農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行っ

ている経営規模拡大を図ろうとする法方へ、５年間の期間を設定し

使用貸借を行うものでございます。番号４につきましては、大野幼

稚園より南側及び南東側の農地でございまして、労働力不足のた

め、近隣で耕作を行っている経営規模拡大を図ろうとする法方へ、

５年間の期間を設定し使用貸借を行うものでございます。番号５に

つきましては、函館江差自動車道北斗追分インターチェンジより東

側の農地でございまして、労働力不足のため、近隣で耕作を行って

いる経営規模拡大を図ろうとする方へ、１年間の期間を設定し使用

貸借を行うものでございます。 

なお、先の賃貸借において説明させていただきましたが、使用貸

借につきましてもすべて新規案件と備考欄に表記しておりますが、

番号３及び番号４は、継続案件となります。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員の御意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

日程第９ 議案第５号「農地移動適正化あっせん委員の変更につい

て」を議題といたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 
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議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

日程第１０ 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局長より説明があります。 

 

ご御説明いたします。 

農業委員会では、これまで北斗市全域を１２地区に分け、利用

調整やあっせん、利用状況調査などの活動を行う上での中心区域

として、農業委員及び農地利用最適化推進委員をそれぞれの地区

に割り当てをし、農地等の利用の最適化の推進に取り組んでいただ

いておりました。今回の改選により農地利用最適化推進委員が廃止

になった事や農業委員数の変更があることから、北斗市内を９地

区に再編を行いあっせん委員の担当地区を記載のとおり変更指名

をするものでございます。また、議案第５号別紙として、あっせ

ん申出された一覧及び農地箇所図を添付いたしましたので、あっ

せん成立に向けた活動についてよろしくお願いいたします。 

なお、総会終了後の全員協議会において、割り当て地区につい

ての詳細についてご説明をさせていただきます。 

説明は、以上でございます。よろしくご審議願います。 

 

朗読並びに説明が終わりましたので、委員のご意見を頂戴いたし

ます。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

 

 

日程第１０ 議案第６号「農地移動適正化あっせんの申出につい

て」を議題といたします。 

番号１を上程いたします。 

事務局に朗読させます。 

 

（事務局：朗読） 

 

朗読が終わりましたので、あっせん委員を指名いたします。 

番号１につきましては、議席番号１６番 中川 明 委員、議席番

号１８番 澤田 亨 委員を指名することに御異議ありませんか。 

 

(「異議なし」の声あり) 

 

御異議なしと認め、本件は原案のとおり決定いたします。 

あっせん委員に指名された方は、よろしくお願いいたします。 
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議 長 以上で、本日の全日程を終了いたしました。 

これをもちまして、第２回北斗市農業委員会総会を閉会いたしま

す。 

御苦労様でございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（午後２時３５分  閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長   澤 田   亨     

 

署 名 委 員   佐々木 勝 利    

 

署 名 委 員   髙 田 美 穂    


